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大阪の 快適で安全な街をめざして、大阪府都市整備推進センターの取り組み情報をお届けします。

公益財団法人 進センタ公益財団法人 大阪府都市整備推進センター

エリアマネジメン
ト

土地区画整理事業の
事例紹介

河川賑わい空間創出
事業

ちきりニュース

土地区画整理事業の
事例紹介

河川賑わい空間創出
事業

ちきりニュース

土地区画整理事業の
事例紹介

河川賑わい空間創出
事業

ちきりニュース

まちづくり活動まちづくり活動
まちづくり活動支援

密集市街地のまちづ
くり活動支援

まちづくり活動支援

密集市街地のまちづ
くり活動支援

まちづくり活動支援

密集市街地のまちづ
くり活動支援

INFORMATION お
知らせ

INFORMATION お
知らせ

INFORMATION お
知らせ

情報ＢＯＸ情報ＢＯＸ情報ＢＯＸ
まちづくりの輪まちづくりの輪

特 集

まちづくりの輪まちづくりの輪

ー



特集／エリアマネジメント特特集集／エリアアマママネネジジメメンントト集集集集特特集特特特特特特特特特特特特特特特集集集集特集特集集特特特特集集特 ／／／／／／エエエエエエエエエエエエエエエエリリリリリリリリリアアアアアアアアアアアママママママママママママママママネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネジジジジジジジジジジジジジジジジジジジメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメンンンンンンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトト特集／エリアマネジメント
●土地区画整理事業の事例紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
●●真砂・玉島台土地区画整理事業
●ＪＲ高槻駅北東土地区画整理事業
●『箕面森町』水と緑の健康都市特定土地区画整理事業
●区画整理事業の手法の紹介（包括委託方式）
●河川賑わい空間創出事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
●ちきりニュース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

●まちづくり活動支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
●〈事例紹介〉 藤井寺駅周辺の魅力あるまち並み形成に向けた活動
●まちづくり活動支援制度

●市町村技術職員研修会の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

●賛助会員及びまちづくりアドバイザーのご紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・17

●事業の紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙

●まちづくり功労者賞
●区画整理事業竣工

●公共空間を活かした駐車場のご紹介

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

●密集市街地のまちづくり活動支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
●地震時等に著しく危険な密集市街地
●密集市街地サポート助成の事例紹介
●密集市街地サポート助成制度

●茨木市真砂 ・ 玉島台地区
●土地区画整理準備組合が発足
●寝屋川市小路地区 ●●堺市美原区黒山東地区

まちづくり活動

INFORMATION お知らせ

情報BOX

まちづくりの輪

（公財）大阪府都市整備推進センターからのごあんない

C
O
N
T
E
N
T
S

18Vol. 2013年6月

大阪の



特
集

エリアマネジメント

AREA MANAGEMENT

1

北部大阪都市計画事業  真砂・玉島台
土地区画整理事業をふりかえって

紹例事 介土地区画整理事業の

　真砂・玉島台地区の従前は市街化調整区域に位置して
おり、面積約7.6haの農地を主体とする地区であった。平成
20年3月に市街化区域へと編入され、第二種中高層住居専
用地域に用途指定された。
　当地区は、農業振興地域に指定されており、事業化に際
しては、農政部局と綿密な事前調整が必要な地区であった。

1 地区の概況

　本地区周辺は、教育施設やバラ園で有名な若園公園が
あり、良好な住環境が形成されている地域であった。周辺地
域と調和のとれた住宅地の形成を目指して、まちづくりワー
クショップ等を行い、将来のまちのイメージを関係者間で共
有した。その中で画一的な街並みではなく、暮らしやすく、
魅力的なまちを創りたいという想いから、「住み心地のいい
まち」、「暮らしに安全・安心」をまちづくりのコンセプトとし、
下図のような特色のある土地利用計画とした。主な点は、
「地区東側の府道に区画道路を接続せず、通過交通を排除
すること」、「歩行者専用通路を多く配置し、地区周辺施設な
どへ安全に移動できる空間を確保すること」、「地区中央部
に円形の広場的公園を配置し、ロータリー形状の道路と一
体的に本地区をシンボライズすること」などである。

2 まちづくりのコンセプト

　住宅地としての利便性の向上や秩序ある土地活用を念
頭に、幹線道路沿道部には計画的に商業施設を誘致するた
め、組合設立以前に、民間企業から土地活用方策等の提案
募集を行った。一方で、商業ゾーンに共同借地を希望する
換地を集約するため、また住宅ゾーンにおいても、できる限り
戸建住宅と中層共同住宅の混在を避けるため、土地利用の
整序を目的とした法律に基づかない申し出換地方式を採用
することとした。その結果、まちびらきに先行する形で、沿道
商業施設もオープンを迎え、利便性豊かな、より暮らしやす
い環境が整った。単なる住宅街ではなく、新たに付加価値が
生まれ、この地で暮らしたいと思われる方々や周辺の既施行
の区画整理地区
においても住民が
増え、活力あるまち
が誕生した。将来
のまちの成熟・発
展に向けた確かな
１歩を踏み出した
と感じられた。

3 土地の再配置と土地活用

　本事業は、平成25年3月に組合解散を迎え、まちは形づくら
れたが、まちづくりはこれからである。新たに誕生したまちを立
派なまちへと成長させるためには、そこに暮らす人、営む人など、
この地に関係する人すべてがまちを維持・管理する気持ちが
大切である。そのため、今後、「まち育て協議会」を発足させ、ま
ちの維持・管理の中心的な役割を担っていくことを計画してい
る。その活動の拠点ともなる集会所も本事業のシンボルの一
つとして整備する予定である。
　最後に、本事業に関わった
すべての方々に、深甚なる感
謝を捧げるとともに、本まちづ
くりの歴史が後世にも引き継
がれ、これからの新たなまち
の創造に少しでも参考になれ
ば幸甚の至りである。

4 今後の展開

整備された緑道

沿道立地している店舗

土地利用計画図

（茨木市真砂・玉島台土地区画整理組合）
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 本地区は、高槻市の中心部に位置し、北は市道安満新町天神線、東は民有地及び水路、南はＪＲ東海道線、西は市道高槻駅
前線に囲まれた面積約9.25haの地区です。
　ＪＲ東海道線高槻駅に近接しており、大阪・京都の都心から新快速電車で15分と非常に利便性に優れており、大型商業施設
と大部分を占める大規模工場跡地であり、駅前地区でありながら道路、公園等の公共施設の整備水準はあまり高くなく、高槻市
の中心市街地でもあることから、土地の有効利用と賑わい等の都市活力が求められる地区であった。
　このようなことから、公共施設の整備改善及び敷地の整序並びに土地利用の転換を図り、中核市高槻の玄関口にふさわしい
新たな都市機能を有する都市拠点を創出するため、良好な市街地環境を形成することを目的に土地区画整理事業を実施した。

ＪＲ高槻駅北東土地区画整理事業

1 ＪＲ高槻駅北東地区の概要

紹例事 介土地区画整理事業の

MUSEたかつき
ミューズ

事 業 名 称
施 行 者
施 行 面 積
施 行 期 間
総 事 業 費
減 歩 率

地 権 者 数
事 業 経 過

業 務 代 行 者

北部大阪都市計画事業ＪＲ高槻駅北東土地区画整理事業
高槻市ＪＲ高槻駅北東土地区画整理組合
約9.25ha（商業地域、準工業地域、工業地域）
平成20年7月31日～平成25年3月31日
5,392,498千円
23.36％（公共減歩率）
32.22％（公共保留地合算減歩率）
16名（平成24年10月現在）
平成20年  7月31日 組合設立認可公告
平成20年  9月  8日 仮換地指定
平成21年  6月19日 事業計画変更（第1回）
平成22年  2月  2日 事業計画変更（第２回）
平成23年  2月  1日 事業計画変更（第３回）
平成24年  5月15日 事業計画変更（第４回）
平成24年  8月  3日 換地処分公告
平成24年  8月17日 区画整理登記完了
平成24年11月31日 組合解散認可公告
大成建設株式会社

事業概要 JR高槻駅北東地区 MUSEたかつき

ＪＲ高槻駅北東土地区画整理事業 事業完成写真

1 Ａデッキ 2 Ａデッキプラザ1 3 区画道路2号

4 公園 5 公園Ｂ 6 公園・Ｃデッキ・白梅線
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　地区内の公共施設は、道路、デッキ、公園で構成されている。道路は、北側に西国街道である古曽部天神線と区画道路1号線、
Ｕ字型の形状をした古曽部白梅線、駅前から古曽部白梅線と連結する区画道路2号線であり、デッキは、駅前からミューズゲート
ブリッジ（Ａデッキ）、民間施設を繋ぐ白梅歩道橋（Ｂデッキ）、弁天歩道橋（Ｃデッキ）から構成され、公園施設は、約0.7haの弁天
公園や緑地がある。

公共施設整備の概要2

公共施設のデザイン方針

各施設をつなぐペデストリアンデッキ
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①骨格となる軸空間を形成する
　各ゾーンを横断的に繋ぎ、一体感をもたらす共通の風景を構築
し、特に、歩道の空間は、官民と民地の歩道状空地を一体的にデ
ザインする。また、デ
ッキの空間は、デッ
キ上からの眺めに配
慮し、民地の歩道空
間とのスムーズな動
線に配慮した。

③地域の人々と連携するソフトをしつらえる
　地域イベントの際に、歩道空間が十分に活用できるようにすることや
公園では、イベントの他、緊急時の避難などが行えるようにすること、
さらには、市民参加でまちづくりに参加できるような企画を考える。

②快適で安心感のある夜景のまちを創出する
　ベッドタウンである特性から夜景を１つの風景として捉え、安全・安
心感のある照明計画や災害に強いまちづくりを図る。特に3000ケ
ルビン程度の暖色系を用いた照明計画とした。

暖色系を用いた照明

解放感にあふれた弁天公園

10Ｂデッキ 11 古曽部天神線プラザ2

8 古曽部天神線7 Ｃデッキ 9 古曽部天神線プラザ3



　本事業は当初、企業局が所管し着手されたが、事業地内にオオタカの
営巣が確認されたことを受けて、営巣地周辺とエサ場となる一帯を保全
する方針で、大幅な事業縮小の見直しが行われた。
　その際、既に開発に着手していた第１区域に一般地権者を集約して換
地し、未造成のままの第２区域に民間開発事業者を換地して宅地造成を
委ね、第３区域には府住宅供給公社を換地するとともに企業誘致用に大
規模保留地を設定することとなった。
　このとき、地権者に限界減歩(R/Rmax=99.99%)の負担を頂くとともに、
施行者負担金の370億円に加え、関連公共事業費として235億円の計
605億円を大阪府が負担することとしており、収入の確保及び支出の削
減が厳しく求められている。

事業の現状1

　第３区域は企業誘致地区とされており、保留地処分金収入の確保
はもちろんのこと、地元雇用対策としても期待されている。
　これまでの企業アンケートやヒアリングにより、直近で建設が進む
新名神高速道路の箕面ICとのアクセス性等から、一定のニーズの存
在を確認している。
　今後は、立地の確度をより一層高めるためにエントリー募集を行い、
応募のあった立地検討企業の業種や業態に合わせて、都市計画や
地区計画等の変更を検討し、必要な立地支援策の導入についても関
係機関と協議・検討していく。

企業誘致の取組み3

　地区内の府の所有地は、事業見直しにおいてオオタカの生息環境の保
全に必要なエリアに換地し、自然林のまま残すこととなり、処分できずに開
発利益が見込めないこととなった。
　この保全地の境界部は、土砂災害防止法の特別警戒区域の指定がさ
れており、住宅等の建設が制限されるが、駐車場や庭としての利用は可能
であり、建ぺい率や容積率算定の敷地に算入できることから、平地として
残った特別警戒区域は、鑑定評価でこれらを考慮して処分することとした。

収入確保の取組み4

　本事業は造成から施設管理までにPFI事業を導入し、建設後もまちを
良好に保つ業務を行っている。
　また小中一貫校や幼保一体の認定こども園に加え、（仮称）履正社大学も新設さ
れる予定であり教育環境が充実しており、これらは地域の魅力付けに寄与している。

まちづくりの取組み5

　本事業は、バブル崩壊後の地価下落など様 な々困難を乗り越えて
今に至っている。
　今後ともあらゆる工夫をこらして事業完了まで取り組んでいきたい
と考えている。

おわりに6　保留地は、第１区域に一般住宅用の534区画に加え大規模保留地
として約13.7ha、第３区域には企業誘致用として約25.5haを予定し
ており、総額で168億円の処分金収入を見込んでいる。
　第１区域の一般住宅用については、平成19年の処分開始から概ね
半数を処分し、大規模保留地のうち12.6haが処分できているが、残り
を事業期間内に処分するよう、通常の販売広告やイベント開催等の

保留地の販売促進の取組み2

4

事 業 名 称

施 行 者
施 行 面 積
施 行 期 間
事 業 費

減 歩 率
事 業 経 過

北部大阪都市計画事業水と緑の健康都市
特定土地区画整理事業
大阪府
３１３．５ｈａ
平成８年度～平成２７年度
５８３億円（区画整理事業）
２３５億円（関連公共事業）
59.59％（合算）、Ｒ／Ｒmax＝99.99％
平成  ９年 ３月　事業認可
平成11年 ２月　オオタカの営巣を確認
平成13年 ２月　事業見直し案を公表
平成16年 ３月　事業計画変更（第１回）
平成20年12月　事業計画変更（第３回）

地権者別換地割込み図

第３区域

第2区域

第1区域

ほかに、様 な々販売方法の工夫をしている。
(1)ロット販売：施行者の販売にかかる経費相当分を割り引いて、複
数の保留地をまとめて住宅メーカー等に販売する。

(2)モデルハウス用地：モデルハウスを建設することを条件に住宅メ
ーカーに無償で保留地を貸付け、一定期間後に買取ってもらう。

(3)素地販売：保留地をまとめて設定しているエリアで、粗造成まで
完了した段階で、完成したと想定した保留地予定価格から区画
道路の築造費や宅地の造成費用を割り引いて、素地のままで開
発事業者や住宅メーカーに販売する。

(4)分割販売：大規模保留地で購入者の初期投資額を抑えるため、
保留地を分割して一部を処分し、他は借地として後年度に順次
処分していく。

紹例事 介土地区画整理事業の

水と緑の健康都市特定土地区画整理事業
（愛称「箕面森町」）

事業概要

事土地区画整理事業の土地区画整理事業の土地土土土土地区区地地地区画区区画区画区区画画整画整画画整理理整整理事事事事理理事事業業事業業事事業業業のの業のの土土土地地土土土土地土土土土地区区地地地地区地地地区画画区区画区区画区区区画整整整画整画画整画整画画整理理理理整整理理整整理事事事事理理事事理理事事業業業業事事業業事事業業のののの業業業のの

水と水水水水水水水水水水水水水と水と水と水と水水と水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水と水と水と水と水と水と水水と水と水水水水水水水水水水水水水と水と水水水と
（愛称（（（（愛愛（愛愛（（愛愛（愛愛称愛愛称愛愛愛愛称愛愛称

事業概要
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の法手 紹介土地区画整理事業の

地方公共団体が施行する土地区画整理事業における

組合施行における「業務代行方式」の利点を生かしつつ、施行者が
地方公共団体であることや、業務代行者による保留地の取得が必ず
しも条件とならないことなどから「業務代行方式」との違いを明確に
するため、施行者である地方公共団体が、施行者業務の相当部分を
委託する方式を、「包括委託方式」と呼ぶこととし、土地区画整理法に
基づく制度ではなく、施行者と民間事業者等との契約に基づくもの
であります。

包括委託方式とは1

①経験豊富な人材・ノウハウを生かして効率的な事業運営ができます。
②公共団体の人的負担が軽減できます。
③土地活用や地域の活性化にも一役買うことができます。

民間事業者包括委託方式の特長2

①従来型の公共団体施行モデル
　従来型の公共団体施行土地区画整理事業は、施行者業務を全て
公共団体職員が実施しており、１つの事業で10名～20名程度の
職員が必要となります。

②包括委託型体制モデル
　包括委託により事業実施に必要となる公共団体の体制を大きく減
らすことができます。

民間事業者包括委託の概念図5

①受託者の選定方法としては、一般競争、指名競争、総合評価競争
入札、公募型プロポーザル方式等があります。

②包括委託方式は公共団体が委託するため、民間事業者選定に
際しては、透明性や公平性、競争性の確保が不可欠であります。

受託者選定の留意点3

委託範囲や施行者と受託者間の役割分担は地区の実情に応じて
公共団体が判断することになります。以下は公共団体が最低限行う
事項です。

包括委託方式活用上の留意点4

民間事業者包括委託方式ガイドライン

公益財団法人区画整理促進機構（http://www.sokusin.or.jp/）においては、東日本大震災の復興に係る土

地区画整理事業の早期着手・推進にあたり、これまで全国において組合施行区画整理事業の業務代行を実施し

てきた経験と実績を持つ民間事業者に、施行者である市町村が担う業務の相当部分を包括委託する手法として、

公共団体施行による土地区画整理事業の民間包括委託の基本的な考え方・形式・内容を取りまとめた「地方公

共団体が施行する土地区画整理事業における民間事業者包括委託方式ガイドライン」を公表しています。大阪

府内においても、宅地と公共施設を一体的に整備する際には活用できる方式と考えられますので、ここにご紹介

いたします。

●事業推進に係る基本的な意思決定等
●法的諸手続（行政処分・補償契約等）
●事業資金の確保に関する諸手続（交付金等）
●地元権利者の対応（交渉・説明等）
●受託者の監督など

通常の執行体制
１つの事業で10名～20名程度の職員が必要

包括委託の執行体制
〈工事をまとめて発注する場合〉

コンサル コンサル ゼネコン等

施行者
◎責任者

◎計画・調整
○
○
○

○総務・経理
○
○
○

： 年度別業務工事別に競争入札により契約

◎換地・補償
○
○
○

◎設計・工事
○
○
○

施行者

受託者

◎責任者

◎責任者

○総務・経理 ◎計画・調整 ◎換地・補償 ◎設計・工事

約 定

◎計画・調整
○
○

○総務・経理
○
○

◎換地・補償
○
○

◎設計・工事
○
○



　大阪府では、大阪の中心地にある中之島の堂島川の水辺をみどりと遊歩
道でつなぎ、みどり豊かな空間の中ににぎわいを創出する「中之島にぎわい
の森プロジェクト」に取り組まれています。
　このプロジェクトの一環として進めているシンボルツリー（DREAMS 
COME TRUEとのコラボレーションツリー）の植樹が、2010年の八軒家浜
（天満橋）、2011年の中之島バンクス（堂島大橋～玉江橋）に続き、3本目と
なる2012年はほたるまちで実施され、11月11日（土）にイルミネーションで
飾ったツリーの点灯式が開催されました。
　イベント当日はあいにくの激しい雨ではありましたが、DREAMS  COME 
TRUE 中村正人さんのトークイベントやほたるまちの船着場をステージとし
てアコースティックミニライブなど行われ、船からの観
覧もあり会場は大いに盛り上がりました。このイベント
にあわせて、同時に、八軒家浜と中之島バンクスのド
リカムツリーも点灯されました。
　この3本のドリカムツリーでは12月25日までイルミ
ネーションとともにドリカムのオルゴールサウンドのメ
ロディが流され、この前で写真を撮る人、横のベンチ
で語らう人、イルミネーションを眺めながらドリカムの
メロディに耳を傾ける人など、多くの人に親しまれ、大
阪の冬の風物詩として少しずつ定着してきているよう
です。
　センターも中之島バンクスにおいて点灯等関連イベ
ントで協力しています。

中之島バンクスのドリカムツリー

ドリカムツリーが3本になりました

ほたるまち
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創出事業空いわ賑川河 間

ほたるまち 八軒家浜3本の
ドリカム
ツリーの
位置

中之島バンクス

ほたるまち

八軒家浜

中之島バンクス



　ちきりアイランドまちづくり会では、平成２４年度も干
潟観察会を実施するとともに、人工干潟周辺に生息す
る生物調査（魚、甲殻類、貝類、植物、昆虫、その他）を
行いました。平成２４年度も、新たな生物が観察され、
大阪湾沿岸部では、あまり観察されていないイソコハ
クガイ科のナギツボ
が観察されました。
今後、生物調査の
データをさまざまな
形で利用して頂け
るように情報発信を
行っていきたいと考
えています。

　阪南２区では、平成18年度に竣功した第１期製造業
用地での工場操業が始まり、平成21年度には、まちびら
きが行われました。平成22年度には、第1期保管施設用
地等21.0haが、公有水面埋立事業による計画的な市街
地整備が確実な区域として市街化区域に編入され、併せ
て、13.4haが臨港地区に指定されています。
　現在、第1期保管施設用地の7.9haにおいて、竣功後の
適切な土地利用を誘導し周辺環境と調和した良好なまち
づくりを進める為に、岸和田市において地区計画が策定
されようとしています。また、地震や津波への防災対策とし
て平成24年度には、防災スピーカーが設置されるなどハ
ード・ソフトの面でさまざまな取組が行われています。

特
集
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ュニりきち ース

ちきりアイランド（阪南2区）では・・・

人工干潟周辺における生物調査を実施しています

干潟観察会のようす

平成25年1月現在のちきりアイランド

C H I K I R I N E W S
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イソコハクガイ科ナギツボ

：市街化区域編入 準工業地域 21.0ha

：地区計画策定予定区域　　　 7.9ha

：臨港地区（商港区）

：臨港地区（修景厚生港区）
13.4ha｝

供給処理
施設用地

干潟

製造業用地

　今年度、大阪府港湾局では道路などのインフラ整備に着
手し、第１期保管施設用地への企業誘致が行われようとして
おり、ちきりアイランドまちづくり会（構成メンバー：大阪府港
湾局、岸和田市、公益財団法人大阪府都市整備推進センタ
ー）では、調和のある良好な都市環境の形成・保持を図る視
点から、建築及び都市環境の設計を行う際に必要と思われ
る事項について、設計指針となる「ちきりアイランド物流倉庫
ハンドブック」の作成に取り組んでいます。今後、進出する企
業の建築計画・設計に活用され、企業の創意と工夫によって
良好な都市環境が形成されることが期待されています。

「ちきりアイランド物流倉庫ハンドブック」の作成
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　藤井寺駅周辺は、南河内の玄関口として発展し、最盛期に
は藤井寺駅の乗降客が5万2千人ありました。
　当時、駅の北側には、二つの大規模商業施設と商店街で
買い物客の動線ができていましたが、11年前に一つの商業
施設が閉店し、その跡地がマンションとなりその周辺の店舗
も閉じられました。
　また、駅の南側では、市のシンボルともいえる藤井寺球場が
ありましたが、8年前に閉鎖され、跡地には私立の小学校とマ
ンションが建設されました。
　駅周辺の土地利用が大きく変わり、最近では乗降客が4万
人を切っています。
　このような中、4年前にもう一つの大規模商業施設が全面
建替えのため一時閉店すると発表され、地元商店街、住民、
行政がともに駅周辺の活力低下に危機感をもちました。
　そこで、平成21年度に、駅周辺の活性化を目的に商店街の
代表者による「活性化懇談会」を組織し、次年度には、駅周辺
の商業者、事業者、住民に参加を呼びかけ「まちづくり勉強会」
を立ち上げ、地
域の課題につい
て意見交換を行
いました。
　当初は行政に
対する批判的な
意見が目立ちま

したが、他都市のまちづくりに関わっておられる方の講演を聞
いたり視察したりする中から、自分たちの街は自分たちでつく
らなければならないといった意識が芽生えはじめました。
　当時、駅南側の「イチョウ通り」のイチョウが、葉が色づく前
に剪定され、無残な姿であったことから、会員から「まちのシン
ボルロードに育てたい！」といった声が上がり、市にイチョウの
剪定方法の変更を申し入れ、落葉清掃やフラワーポットの設

藤井寺駅周辺の魅力あるまち並み形成に向けた活動
藤井寺駅周辺まちづくり協議会会長　岡田　一樹

置を行い、魅力あるまち並み形成に向けた活動のスタートと
なりました。
　平成２３年６月に、「藤井寺駅周辺まちづくり協議会」と名
を改め、「まち歩きマップ」の作成や「ハロウィンイベント」を開
催し、街の活性化となる活動をおこなうとともに、駅前広場や
道路の空間のあり方について、協議会で議論を行い、憩いの
場、交流の場として、また藤井寺を訪れる観光客、学生達が回
遊する拠点として活用できるような再整備案をまとめて、市に
「藤井寺駅周辺まちづくり提案書　Part１」を提出しました。
　今後は、道路整備が完了し、多くの方が末永く愛着を持ち、
誇れる道路となるような活動にも取り組んでまいりたいと考え
ております。

藤井寺駅周辺まちづくり提案書　Part１
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まちづくりの専門家をまちづくり活動団体の勉強会などの場へ派遣する
支援制度です。まちづくりに関する指導や助言を行います。（随時受付）
・派遣に要する費用（限度３万円／回）をセンターが負担します。

≪まちづくり活動支援制度≫
～まちづくり初動期活動サポート助成 ＆ まちづくりアドバイザーの派遣～

　大阪府都市整備推進センターは、地域住民が主体と
なったまちづくり活動への支援を通じて市街地の形成に
寄与して参りたいと考えております。
まちづくりのノウハウなど専門的知識の不足といった課
題を抱えるまちづくりの初動期段階にある地域団体等に
対して、センターが専門家と連携して、まちづくりに関する
相談、助成、情報提供などの支援を行います。

●土地区画整理・市街地再開発・道路整備・公園整備などの「街の
形づくり」によるまちづくりの活動

●地区計画や建築協定などの「ルールづくり」によるまちづくりの活動
●防犯・防災・バリアフリーなどの「安全・安心なまちづくり」を目指した活動
●良好なまちなみの形成・景観の保全など「良好な住環境の保全・
改善」を目指した活動

●空き店舗の活用やポケットパーク整備などの「街なかの再生」を
目指した活動

●交通渋滞解消・交通安全対策などの「交通環境・交通問題の改
善・解消」を目指した活動

まちづくりの意識啓発段階からまちづくり構想作成等の段階までの活動
に要する費用の一部を助成します。　（年一回募集）

●はじめの一歩助成部門
・視察、講習会、勉強会等の意識啓発等に必要な経費を助成
・10万円／回、合計2回を限度

●初動期活動助成部門
・まちづくり構想の策定やルールづくりなどを進めるために必要な経費を助成
・100万円／回、合計3回を限度とし、助成金額の合計は200万円を限度

まちづくり初動期活動サポート助成

まちづくりアドバイザー派遣

（公財）大阪府都市整備推進センター
まちづくり支援室

※詳しい内容は、下記までお問い合わせください。

TEL.06-6262-7713　メール omsk@toshiseibi.org
ホームページ http://machi.toshiseibi.org/

お問い
合わせ先

支援の対象となる活動は、



（国土交通省資料より）

地震時等に著しく危険な密集市街地について
活 動 支 援まちづ

くり密集
市街地の

～重点的に整備を図るべき密集市街地の公表～

　戦災をのがれた市街地や、高度経済成長期に農地等が急速に宅地
化された市街地では、老朽木造住宅の密集、狭あいな道路や空地の
不足などのため地震時に甚大な被害が出る危険性があります。大阪府
は、地元市と協力して、こうした密集市街地の整備を進めています。
　昨年10月に国土交通省から「地震時等に著しく危険な密集市街
地」の全国の状況が公表されました。全国の市区町村で調査を行っ
た結果をとりまとめたもので、今後の整備において最も重要な地区に
なります。今回はその調査の方法や結果をご紹介します。

老朽木造住宅が密集して立地 通行困難な幅の狭い道路が多い

不燃領域率と焼失率の関係

　密集市街地のうち、延焼危険性又は避難困難性が高く、地
震時等に最低限の安全性を確保することが困難であり、重点
的に改善が必要な市街地です。
　その設定には、地震時に延焼する危険性と避難の困難な度
合を考慮しています。府内では、延焼する危険性を把握するた
めに、市街地の燃えにくさを表す「不燃領域率」を用いていま
す。また避難の困難性を把握するために、地震時等に地区外
へ安全に避難できる可能性を表す「地区内閉塞度」を用いて
います。危険性が高いなど調査が必要な地区において、この２
つの指標を算定し、その結果が市街地実態を反映したものと
なっているかなどについて地元市との協議・検討を経て、「地
震時等に著しく危険な密集市街地」を設定しました。

●「地震時等に著しく危険な密集市街地」とは （2）避難困難性に関する指標「地区内閉塞度」
　地区内閉塞度は、建物倒壊などによる道路の閉塞で住民が地区
外へ避難できなくなる危険性を表す指標です。被災場所から、細街
路（幅6ｍ未満）、主要生活道路（幅6ｍ以上）を経て地区の周縁部
に至るまでに建物倒壊や火災の影響を受けずに避難できる確率で
示され、地区面積、主要生活道路や細街路の延長等、地区の実際
の数値に基づき市街地をモデル化（単純化）して計算します。結果
は5段階で評価され、1か2であれば危険性は小さいとされます。

（3）大阪府内の著しく危険な密集市街地の設定の考え方
　（1）、（2）の結果を基に、不燃領域率が40％未満かつ地区内
閉塞度が１、２に満たない非常に危険な地区は、危険な密集市
街地に必ず設定し、どちらか一方の指標が水準未満の地区は、
各市が設定必要と判断したものを設定しています。

10

府内の密集市街地の様子

　上記の「不燃領域率」と「地区内閉塞度」について、もう少し
詳しく説明します。
（1）延焼危険性に関する指標「不燃領域率」
　市街地大火の危険性を表す不燃領域率とは、対象地区に
おける燃えにくい建物や道路・公園などの空地の割合のこと
です。不燃領域率が40%以上になると、市街地の焼失率は急
激に低下し20～25%程度に、不燃領域率が70%を超えると
焼失率はほぼ0に
なるとされていま
す。このため最低
限の安全性の水
準を4 0%以上と
し、早急な確保を
目指しています。

●密集市街地を評価する指標について

地震時等に著しく危険な密集市街地の設定の考え方

  

（国土交通省資料より）

地区内閉塞度の算定のイメージ

大阪府住宅まちづくり部居住企画課
ニュータウン・密集市街地再生グループ
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　こうした検討の結果をとりまとめて、公表された「地震時等に著
しく危険な密集市街地」は、全国で197地区、約5,745ha、その
うち大阪府内は、７市におよぶ11地区、約2,248haとなっていま
す。これは全国の約４割の面積を占めるもので、都道府県別では
全国最大となっており大阪市とその周辺市に分布しています。

●地震時等に著しく危険な密集市街地の状況
（1）国が定める整備目標
　国は、国民の住生活の安定確保及び向上促進に関する住生活
基本計画（全国計画）を平成23年3月に見直しました。この計画で
は、地震時等に著しく危険な密集市街地を平成32年度までに概ね
解消、との目標が定められています。

●密集市街地の早期の安全確保に向けて

（2）大阪府の取組みの方向性について
　住生活基本計画（全国計画）の見直しを受け、大阪府では、
その都道府県計画である大阪府住宅まちづくりマスタープラン
を平成24年3月に策定しました。
　この計画に基づき、今回公表された著しく危険な密集市街地
において、平成32（2020）年度までに最低限の安全性を確保す
るため、地元市等と連携して、まちの危険性や建築物の安全性
の確保に関する情報を地域住民へ提供することなどを通じて、
地域のまちづくりの機運を高めつつ、広域に対して効果的な防
火規制を強化し、まちの不燃化をより一層促進していきます。
　また、取組みの主体である地元市では、市が取り組む事業効
果の高い地区と取組内容等を定める整備アクションプログラム
を作成し、防災性の向上を図っていきます。大阪府は、各市の取
組みを、密集事業費補助の重点化などにより支援し、大規模な
地震が発生しても、際限なく延焼したり、避難ができなくなるこ
とがないように密集市街地の改善に努めていきます。

地震時等に著しく危険な密集市街地の状況

都道府県

大阪府
東京都

神奈川県

京都府

長崎県

地区数等

7市11地区
13区113地区

2市25地区

2市13地区

1市4地区

合計面積

2,248ha
1,683ha

690ha

362ha

262ha

197地区 5,745ha

順位

１
２

３

４

５

全国　計

①著しく危険な密集市街地の面積上位５都府県　　

②大阪府内の著しく危険な密集市街地一覧
地区名

優先地区
新湊
庄内
豊南町
東部
大日・八雲東町
門真市北部 
萱島東
池田・大利
香里
若江･岩田･瓜生堂

地区面積
約1,333ha
約54ha
約189ha
約57ha
約150ha
約63ha
約137ha
約49ha
約66ha
約101ha
約49ha

所在市
大阪市
堺　市

豊中市

守口市

門真市

寝屋川市

東大阪市
計（7市11地区） 約2,248ha

③大阪府内の著しく危険な密集市街地の分布状況

第２ 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標並び
にその達成のために必要な基本的な施策

目標１ 安全・安心で豊かな住生活を支える生活環境の構築
①住生活の安全を確保する住宅及び居住環境の整備
　大規模な地震時等において危険な住宅及び住宅市街地
の安全性の確保等により、安全・安心な住宅及び居住環境
の整備を図る。
【指標】
［基礎的な安全性の確保］
・地震時等に著しく危険な密集市街地の面積
【約6,000ha(平22)　→　おおむね解消（平32）】

住生活基本計画（全国計画）での密集市街地の整備目標

【整備事例】門真市本町地区 【整備事例】寝屋川市萱島東地区

大阪府
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市街地の
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　センターでは、密集市街地を抱える府内６市において、平成２４年度におきましても建替え等相談段階支援
と建替え検討段階支援を行ってまいりましたので、そのうち建替え検討段階支援の２つの事例を紹介します。

密集市街地サポート助成の事例紹介

洋室 2

洋室 1

8帖

6帖

UB

洗面

LDK

13帖

MB

洋室 1

8帖

洋室 1

8帖

UB

洗面

洗面

洋室 2

洋室 2

6帖

5帖

LDK

LDK

12帖

11帖

EV

MB

UB

玄関

玄関

PS

玄関

外部廊下

屋外階段

事例1

事例2



建替え

露天駐車場

老朽建築物

建物撤去・土地売却

建替え等相談
段階支援

13

まちづくり

活
動

MACHIZUKURI KATSUDO

密集市街地における木造賃貸住宅の
建替え等を支援します！～密集市街地サポート助成制度～

　昨年10月に国土交通省は地震時などに延焼による大規模火災
の危険性が高く、避難が困難な「著しく危険な密集市街地」を発表
いたしました。そして、今年3月に南海トラフを震源域とする巨大地震
の被害想定が公表された中、密集した市街地の対策が急がれてお
ります。
　センターにおきましても、地震時に倒壊の危険性の高い老朽建物
の除却を促進し、良好な環境に寄与する土地活用が図られるよう建
物所有者への支援制度を用意しております。

密集市街地サポート助成

阪神・淡路大震災では死者6,400人のうち約8割が建物
の倒壊が直接の原因となっています。

　建替えるためには、次のようなステップを一つ一つ踏んでいかなければなりませんが、センターではその初動期において「建替
え等相談段階支援」「建替え検討段階支援」「地元組織検討段階支援」の３つの支援制度を用意しております。

建替えに向けてのステップ

建替え検討
段階支援の様子

①建替え等相談段階支援 ②建替え検討段階支援 ③地元組織検討段階支援

 

専門家に依頼された場合に専門家
に支払われる費用に対して30万円
限度（共同建替えの場合は2回の合
計で100万円限度）に助成金を交付

専門家に相談された場合に専門家
に支払われる費用に対して３万円限
度に助成金を交付

コンサルタント派遣に替えることも可能
（センターが費用負担）

専門家派遣に替えることも可能
（センターが費用負担）

地元組織で専門家に依頼された場
合に専門家に支払われる費用に対
して1回100万円限度（3回の合計
額は200万円限度）に助成金を交付

原則1回
（共同建替えの場合は原則2回限度）原則１回 ３回限度

建替えの可能性の検討（概略の建
築計画や収支計画など）を行うため
に必要な費用を助成

建替えやその他土地活用を検討され
る際に、法手続き・費用・税金などの
課題について専門家へ相談するた
めに必要な費用を助成

堺市、豊中市、守口市、寝屋川市、門真市、東大阪市の指定された地区における老朽建築物等の所有者

地元組織をつくり、面的な建替えの可
能性の検討や建替えを促進するため
の規制・誘導方策等の活用検討をさ
れる場合にその活動費用を助成

（公財）大阪府都市整備推進センター
まちづくり支援室

※詳しい内容は、下記までお問い合わせください。

TEL.06-6262-7713　メール omsk@toshiseibi.org
ホームページ http://machi.toshiseibi.org/

お問い
合わせ先

助成の区分

助成対象

助成対象
経費

助成回数

助成方法

助成の主旨

助
成
の
内
容

【
①
建
替
え
等
相
談
段
階
支
援
】

地
主
と
の
協
議（
借
地
）

入
居
者
の
移
転

建
築
設
計
の
実
施

現
建
物
の
解
体･

除
却

及
び
敷
地
の
整
備

新
建
物
の
建
築

入
居
者
の
募
集

新
た
な
借
家
経
営

資
金・採
算
概
略

計
画
の
検
討
及
び

課
題
整
理

概
略
計
画
の
作
成

建
築
条
件
の
整
理

現
況
及
び
意
向
確
認

の
整
理

【②建替え検討段階支援】
【③地元組織検討段階支援】



I N FORMAT I ON お知らせ

　大阪府では、住民参加のもと創意工夫をこらした魅力あるまちづく
りの推進に顕著な功績のあった方々に感謝状を贈呈しています。
今回は平成25年2月7日（木）に大阪府公館において、知事の感謝状
が贈呈されました。受賞者は晴れやかな笑顔とともに、より一層魅力
あるまちづくりに取り組むことを決意されたこととご推察致します。
以下にめでたく受賞された方々をご紹介します。

第29回大阪府まちづくり功労者賞の
感謝状贈呈式を開催

★ ★
★★★ ★★★★★★★★★★★★
おめ
でとう

おめ
でとう
ござい

ます！
ござい

ます！
おめ
でとう
ござい

ます！
★
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　茨木市真砂・玉島台土地区画整理組合は、本年2月に竣工式典
を挙行され、ここにめでたく事業の完成を、地権者の皆様をはじめ、
多くの関係者の方 と々共に喜びを分かち合われました。当該事業は、
平成20年10月に組合設立認可され、地区面積約7.6haを4年余り
の期間で事業完遂されました。当地区は周辺環境に調和した住宅地
の形成を目指し、“人にやさしいまちづくり”をコンセプトに、地区中央
部に円形公園を配置し、曲線を多用した特色のある基盤整備を実践
されました。今では幹線道路沿道に商業施設も立地し、利便性豊か
で魅力的な住宅街が形成されつつあります。今後はまち育てに尽力
され、成熟したまちへと発展することを祈念致しますと共に、当該事
業に携わってこられました全ての方 の々ご努力に敬意を表します。

（1頁に事業内容を紹介しています。）

竣工おめでとうございます！
竣竣竣竣工工工工工工おおおおめめめめめめめでででででででととととととううううううごごごごごござざざざざざいいいいいまままままますすすすすす！！！！
竣工おめでとうございます！

高槻市ＪＲ高槻駅北東土地区画整理組合（高槻市）

茨木市真砂・玉島台土地区画整理組合（茨木市）

ＪＲ高槻駅北東地区開発事業まちづくり協議会（高槻市）

特定非営利活動法人とよなか・歴史と文化の会（豊中市）

受賞された方 （々4団体）　　　〈順不同・敬称略〉

　第二京阪道路と国道170号（大阪外環状線）との交差
部である、寝屋川市小路地区（面積約10.7ha）において、
本年3月に土地区画整理事業の実現を目指し、準備組合
が設立されました。当地区は幹線道路の交差部という立
地特性を活かして、物流系施設や商業系施設の土地利
用を計画されています。今後地権者、行政、事業化検討パ
ートナーなどとの協議・検討を進め、活力あるまちづくりを
実践されますこと、心より祈念申し上げます。

土地区画整理準備組合が発足
　国道309号（内環状線）沿道の堺市美原区黒山東地区
において、昨年12月に土地区画整理準備組合が設立さ
れました。当地区を含むエリア一帯は堺市の政令指定都
市移行に伴い、美原新拠点として位置付けされ、堺市の
新たな内陸部の拠点としての形成が期待されています。当
地区に先駆けて、内環状線西側の黒山西地区でもすで
に、準備組合が設立（平成23年5月）されており、東・西地
区が地域の両翼と
なり、活気と賑わい
あるまちの形成を目
指して飛躍されます
こと、心より祈念申
し上げます。

土地区画整理準備組合が発足

区画整理事業 竣工
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　当センターは、河川や高架道路下の公共空間を有
効活用して、地域の不法駐車対策、自動車交通の利
便性の向上等を目的に駐車場を整備し、管理運営を
行っています。
利用者に安全・安心で使いやすい駐車場として満足し
て頂けるよう、施設やサービスの改善に努めています。 
      
時間制駐車場一覧

月極駐車場一覧

※天満八軒家・江坂駐車場では回数券、プリペイドカードを販売しています
※一条通西駐車場では回数券を販売しています

※駐車場料金、回数券・プリペイドカードのお求め・月極駐車場につきましては、下記までお問い合わせください。

お問い
合わせ先

（公財）大阪府都市整備推進センター
公共用地活用事業課

TEL.06-6262-7720
ホームページ http://www.toshiseibi.org/parking/index.html

月極駐車場として運営しており
ました春日駐車場を時間制駐
車場にリニュ―アルし、今年の2
月1日にオープンしました。

春日駐車場（時間制）を
オープンしました

利用者ニーズの多い飲料用自販機は、
平成23年度から設置を行なっています
が、引き続き平成24年度は中之島駐車
場、天満八軒家駐車場、中野駐車場、
綾園駐車場に設置しました。

飲料用自販機設置の駐車場を
増やしました

駐車場トピックス

お
知ら
せ

I N FORM
AT I ON

地区 駐車場名 所　在　地 備　考
中之島 大阪市北区中之島3丁目 バイク枠有リ
天満八軒家 大阪市中央区北浜東1-2 バイク枠有リ
中　野 大阪市都島区中野町５丁目

大
阪
市
内

地区 駐車場名 所　在　地 備　考
上新田 豊中市上新田１丁目
春日南 豊中市寺内２丁目
江坂Ａ 吹田市江坂町２丁目
江坂Ｂ 吹田市江坂町３丁目
砂子谷南 吹田市春日１丁目14 バイク枠有リ
南吹田 吹田市南吹田２丁目
砂子谷 吹田市桃山台5丁目 バイク枠有リ
野々宮 茨木市野々宮２丁目
下田部 高槻市登町
小曽根 豊中市小曽根３丁目
中　野 大阪市都島区中野町５丁目 バイク枠有リ
佃 大阪市西淀川区佃１丁目
大　野 大阪市西淀川区大野3丁目 バイク枠有リ
北堀江 大阪市西区北堀江４丁目
天満八軒家 大阪市中央区北浜東1－２

大
阪
市
内

大
阪
北
部

地区 駐車場名 所　在　地 備　考
石　切 東大阪市中石切町６丁目
石切南 東大阪市中石切町７丁目 バイク枠有リ
太子田 大東市太子田２丁目
北中振 枚方市北中振３丁目
野　中 藤井寺市野中５丁目
一条通東 堺市堺区一条通
三　宝 堺市堺区神南辺町４丁
豊田東 堺市南区竹城台3丁
桧　尾 堺市南区桧尾
豊　田 堺市南区桃山台１丁
助　松 泉大津市助松町１丁目

大
阪
南
部

大
阪
東
部

地区 駐車場名 所　在　地 備　考
江　坂 吹田市江坂町２丁目 バイク枠有リ
春　日 吹田市春日1丁目４
学園町 摂津市学園町２丁目３番
一条通西 堺市堺区中安井町３丁

大
阪
市
外

天満八軒家駐車場

ご紹介駐車場 の
当 タ 河川

駐公共空間
を

活かした 駐駐
公公公共共共共公公公共共空間公公公共共公

ををを空空間空空間共公共空
を共共共空間間ををを

活活か活かかししししたた活活かか たたか た
公共空間

を

活かした

中之島駐車場
（時間制）

天満八軒家駐車場
（月極・時間制）

河川空間
下田部駐車場
（月極）

江坂駐車場
（月極・時間制）

道路高架下



まち
づくりの 賛助会員及びまちづくりアドバイザーのご紹介

◆ （平成25年4月1日現在）

大阪市北区豊崎 2-7-9
門真市末広町 43-1
大阪市北区堂島 1-2-5
京都府京田辺市山手中央 3
大阪市中央区道修町 2-6-7
大阪市浪速区難波中 1-13-8
大阪市中央区本町 3-5-7
大阪市中央区南船場 1-14-10
大阪市淀川区西中島 3-9-15
大阪市中央区本町 4-1-13
大阪市浪速区難波中 3-5-19
岸和田市土生町1-4-23
寝屋川市萱島信和町 14-1 　　
大阪市中央区徳井町 2-4-14
大阪市北区堂山町 1-5
大阪市北区西天満 １-7-20　
大阪市中央区釣鐘町 1-1-1
大阪市中央区城見 1-2-27
大阪市中央区南船場 3-4-26
大阪市阿倍野区帝塚山 1-6-3
大阪市中央区城見 1-4-70 
大阪市北区天満 4-3-5　 
大阪市中央区瓦町 4-8-4

No 法 人 名 所 在 地
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

㈱NISSO 大阪支店
北近畿住建㈱
北野建設㈱ 大阪支店
京阪電気鉄道㈱
近藤建設工業㈱ 大阪支店
㈱シマ
清水建設㈱ 関西事業本部
大成建設㈱ 関西支店
大鉄工業㈱
㈱竹中工務店
南海辰村建設㈱
フジ住宅㈱
丸信住宅㈱
㈱アーバン・プランニング研究所
㈱アール・アイ・エー大阪支社
㈱市浦ハウジング＆プランニング大阪支店
㈱エス・ジー都市経営
㈱ＵＲサポート
国際航業㈱ 大阪支店
㈱ＣＯＭ計画研究所
㈱地域計画建築研究所大阪事務所
㈱都市・計画・設計研究所
㈱都市問題経営研究所

大阪市中央区本町 4-7-4
大阪市中央区谷町 1-3-23 
大阪市中央区北浜東 2-19
大阪市淀川区東三国 5-13-9
門真市新橋町14番 1-203
神戸市中央区港島中町 3-2-6
大阪市浪速区敷津西 2-11-4
大阪市北区中之島 3-2-18
門真市末広町 43-1
門真市新橋町 14-1　　
大阪市淀川区西中島 3-8-15
大阪市中央区谷町 2-7-4
大阪市北区梅田 3-3-5
箕面市稲1-5-3
大阪市中央区農人橋 2-1-10 
大阪市中央区南船場 4-4-3
大阪市中央区船越町 2-2-1
大阪市西区土佐掘 1-1-23 
東京都港区芝 2-3-3
大阪市中央区谷町 1-3-26　
大阪市中央区城見 1-2-27　
大阪市北区中之島 3-2-18 
大阪市中央区天満橋京町 2-13

No 法 人 名 所 在 地
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

㈱ユーデーコンサルタンツ
㈲井上守建築事務所
㈱小笠原設計
㈱匠設計
中尾綜合建築設計事務所
YASUKO･SIBASAKI一級建築士事務所
一般社団法人　大阪府建設産業協会
関西ビジネスインフォメーション㈱
光亜興産㈱
松下住宅建設㈱
㈱テン設計
㈱まちづくり工房・晴
大和ハウス工業㈱
㈱三原組
㈳大阪府建築士事務所協会
一般財団法人 大阪住宅センター
㈳大阪府宅地建物取引業協会
㈳日本ツーバイフォー建築協会 関西支部
一般社団法人 再開発コーディネーター協会
㈳全日本不動産協会大阪府本部
㈳日本木造住宅産業協会近畿支部
一般社団法人 不動産協会 関西支部
㈳プレハブ建築協会関西支部

賛助会員

　センターでは、地域住民が主体となったまちづくり活動団体の初動期段階を支援するサポート助成や
まちづくりアドバイザーの派遣、密集市街地の防災性の向上を目的とした老朽建築物の除却等の検討を
支援するサポート助成など、各種支援を実施しています。
　これらの支援にご協力をいただいている賛助会員及びまちづくりアドバイザーをご紹介します。

◆まちづくりアドバイザー（平成25年4月1日現在）

登録
番号 漢　字 ふりがな 勤務先の名称

氏　　名 勤　務　先 保有する専門資格 得意とする支援分野

井原　友建
入口　嘉憲
梅谷　光男
奥村　雅一
澤　一寛
宮本孝二郎
森栗　茂一
芝崎　康子
三箇　茂夫
嶋出　理
森田　耕二
三宅　毅
服部　好隆
横関　正人
中塚　一
馬場　正哲
嶋崎　雅嘉
坂井　信行
高柳　芳之
井戸田精一
渡邊　寿之
廣田　利彦
日比　雄三
稲荷　誠
石本　幸良

MA-2
MA-3
MA-4
MA-5
MA-8
MA-10
MA-11
MA-12
MA-13
MA-14
MA-15
MA-16
MA-18
MA-19
MA-21
MA-22
MA-23
MA-25
MA-26
MA-28
MA-30
MA-31
MA-32
MA-33
MA-34

博
士
技
術
士

技
術
士
補

Ｒ
Ｃ
Ｃ
Ｍ

一
級
建
築
士

二
級
建
築
士

再
開
発
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

土
地
区
画
整
理
士

弁
護
士

公
認
会
計
士

税
理
士

そ
の
他

そ
の
他

交
通
環
境
の

改
善
等

街
な
か
の
再
生

（
中
心
市
街
地
活
性
化・

地
域
の
魅
力
づ
く
り
等
）

良
好
な
住
環
境
の
保
全・

改
善（
ま
ち
な
み・景
観・

狭
あ
い
道
路
拡
幅
整
備
等
）

安
全・安
心
な
ま
ち

づ
く
り（
防
犯・防
災・バ
リ
ア

フ
リ
ー・密
集
市
街
地
整
備
等
）

ル
ー
ル
づ
く
り

（
地
区
計
画・建
築
協
定・

景
観
協
定・緑
化
協
定
等
）

街
の
形
づ
く
り

（
土
地
区
画
整
理・市
街
地
再

開
発・道
路
整
備・公
園
整
備
等
）

特定非営利活動法人 地域再生研究センター
㈱ユーデーコンサルタンツ
都市開発再生研究所（自宅）
㈱アール・アイ・エー大阪支社
㈱日本カラーテクノロジー研究所
なむ地域づくり研究所
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター
Y・SHIBASAKI一級建築士事務所
LLCアグナスアーキテクツ
㈱エス・ジー都市経営
㈱エス・ジー都市経営
㈱アーバン・プランニング研究所
㈱小笠原設計
㈲ネオジオ
㈱地域計画建築研究所 大阪事務所
㈱地域計画建築研究所 大阪事務所
㈱地域計画建築研究所 大阪事務所
㈱地域計画建築研究所 大阪事務所
高柳会計事務所
一級建築士事務所 イドタセイイチ アトリエ
㈱都市・計画・設計研究所
㈱倉田総合鑑定
まち再生プランニング
稲荷技術士事務所
京・まち・ねっと

いはら　ともたけ

いりぐち よしのり

うめたに　みつお

おくむら まさかず

さわ　かずひろ

みやもと こうじろう

もりくり しげかず

しばさき　やすこ

さんが　しげお

しまで　さとる

もりた　こうじ

みやけ　つよし

はっとり よしたか

よこぜき　まさと

なかつか　はじめ

ばば　まさあき

しまさき まさよし

さかい　のぶゆき

たかやなぎ よしゆき

いどた　せいいち

わたなべ　ひさし

ひろた　としひこ

ひび　ゆうぞう

いなり　まこと

いしもと ゆきよし
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『市町村技術職員研修会』
市町村技術職員向け―気軽に受講できる技術研修～（特定事業部）

　公益財団法人大阪府都市整備推進センターは、平成20年度から「府内市町村技術職員」向けの研修会を
開催してきました。初年度の2講座（受講生106名）から始まり、関係機関・市町村の方々のご理解ご協力を得
ながら、毎年、開催講座・受講生を増やしてきており、24年度は8講座（受講生414人）となっております。
　また、23年度からは、毎年数講座をマッセおおさか（公益財団法人大阪府市町村振興協会）と共催しています。
　当研修会では、「気軽に受講できる技術研修」を目指し、基礎的な用語の説明やフローの解説を重点に行い
ます。基礎的事項の勉強により、同僚職員とのコミュニケーションを促進し、コンサルタント、工事受注者、住民
との円滑な意思の疎通が図れること等を目指しています。

好 評 で す

　平成25年度は10講座を予定しておりますので、多数の市町村技術職員の参加を期待しています。

平 成 ２５ 年 度 の 研 修

土木構造物（実物サイズ）に実際に触れて感じながら講義を受けます

①ＰＣ橋梁の概要　②コンクリート橋の変状と維持・補修

①地球と地盤の中をのぞいてみよう　②地盤情報の土砂災害防止法への適用性

①道路・街路事業の基礎研修　②まちづくりの進め方と事例紹介

①地盤調査の基礎
③直接基礎の支持力計算演習

②構造物設計に必要な地盤調査

①舗装の概要と排水性舗装　②舗装の設計と演習

①橋梁の基本構造と計画　②設計のポイント（上部・下部・基礎）
③設計演習（上部工・下部工）

①概論（擁壁と函渠の構造・種類）　②擁壁の設計と演習

研修内容研修会名開催予定日番号 コース 予定人員

コースで実際に「車イス」や「アイマスク・白杖」を使って体験します

土木構造物検査技術研修施設講座

橋梁維持補修研修（コンクリート橋）

土砂災害防止法の活用入門講座

基礎技術力養成講座（道路・街路・まちづくり）

地盤調査の基礎知識と支持力計算演習

品質セミナー“エラー防止のために”

舗装の設計（基礎知識編）

橋梁の設計

道路構造物設計（擁壁と函渠）

交通バリアフリー比較体験研修講座

①エラー事例の紹介 ●●道路●●トンネル●●橋梁●●砂防●●河川構造物
②専門技術的観点からのエラー分析と改善策
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平成２５年度研修計画(案)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

半日

半日

半日

半日

一日

一日

半日

一日

半日

半日

20

50

50

100

50

30～40

50

50

50

20

5月14日（火）

6月6日（木）

7月10日（水）

8月初旬

10月1日（火）

10月

10月30日（水）

11月26日（火）

12月18日（水）

5月13日（月）

基本的な設計事項の復習ができて、非
常に良かった。再度基本に戻れた。

講義・演習ともに基本的な内容を、丁寧
に説明を受けて、大変良かった。おもし
ろい内容で最後まで集中できました。 

使用頻度の多い構造計算を、演習問題
を交えながら研修を受けることができ
て、有意義な研修であった。

より実務に近い形での経験や事例を知るこ
とができた。設計に携わることは今までなか
ったが、今後、維持補修の観点からも知っ
ておいた方が良い内容の研修であった。

設計・積算を行うにあたって、留意すべき
点などが聞けて良かったです。より理解
を深めることができ、これからの業務に
生かしていこうと思います。

バリアフリー体験は、自分の思っている
感覚と障がいの有る人との感覚の差に
気付くことができて良かった。

他の職員にも受けてもらいたい研修でした。
土木系以外の障がい福祉等の担当職員にも
体験してもらいたい。

構造物の実物を目で見て、手で触れた
ので、頭に入りやすくて良かった。また参
加したいと思います。

学生時代に学んだことを、深い内容と多
くの事柄で再度勉強できた。機会があれ
ばまた是非参加したい。

研 修 風 景

受講生の声です受受受 生生ののの声声でですすす受講生の声です
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〒541-0053　大阪市中央区本町1丁目8番12号（日本生命堺筋本町ビル5階）

■管 理 部
●総 務 課 TEL06-6262-7711　FAX06-6262-7721
■都 市 整 備 事 業 部
●都 市 整 備 事 業 課 TEL06-6262-7712　FAX06-6262-7722
■ま ち づくり支 援 室 TEL06-6262-7713　FAX06-6262-7722
■特 定 事 業 部
●公共用地活用事業課 TEL06-6262-7720　FAX06-6262-7722
●阪 南 事 業 課 TEL06-6262-7714　FAX06-6262-7722

■特定事業部 阪南事業所　〒596-0016　岸和田市岸之浦町9番地
 TEL072-431-1793　FAX072-431-1783

ホームページ http://www.toshiseibi.org/ メールアドレス otsc@toshiseibi.org

まちづくりのコーディネーター

公益財団法人 大阪府都市整備推進センター 

（公財）大阪府都市整

公益目的事業 大阪府域における秩序ある良好な市街地の形成に寄与するため、
地域住民や自治体のまちづくりへの取り組みを総合的に支援する事業

収益事業等 道路高架下等の公共空間等を、駐車場等として整備・運営し、適切に管理・有効活用
することで、違法駐車の解消、交通の円滑化、高架下や河川敷地の環境保全に寄与。    

地域のもつ特性や資源を活用
し、都市基盤・地域整備を進
め、安全・安心・快適で魅力ある
都市の再生をめざしています。
●府民協同のまちづくりの立ち上げから
　まち育てまでの支援
●都市・地域整備の調査研究、まちづくり    
　戦略提案・都市整備関連受託業務
●土地区画整理事業マネジメント

●都市整備調査計画事業
●土地区画整理支援事業

公共工事からの建設発生土や
浚渫土砂を有効利用して、都
市の基盤となる人工島『ちきり
アイランド』の造成を進め、景
観規制や親水緑地等のまちづ
くり業務を実施しています。

●阪南2区の埋立造成事業
●阪南2区のまちづくり事業

「中之島バンクス」や「八軒
家浜」の河川敷地を利用した
賑わい空間の創出に参画し、
都市魅力の向上を図って
います。

●河川敷の環境保全・
　魅力向上事業

環境共生型まちづくり事業

まちづくりコーディネート事業

●駐車場管理運営
●駐車場整備

快適で魅力ある市街地の形
成のために、まちづくりに関す
る相談・助成、情報提供など
を支援しています。  
●まちづくり相談
●まちづくりアドバイザー派遣
●まちづくり初動期活動助成
●密集市街地サポート助成、支援調査

●まちづくり初動期活動支援事業
●まちづくり事業化検討支援事業
●密集市街地まちづくり活動支援事業 

公共事業の円滑な推進に貢献
するため、市町村職員を対象に
研修を実施しています。

●市町村技術職員研修

●

●

●

マイドーム
おおさか

東警察署

中央大通地下鉄中央線

本町通

12番出口

阪神高速道路

阪
神
高
速
道
路

地
下
鉄
堺
筋
線

堺
筋

堺筋本町

至
長
堀
橋

至
北
浜 大阪府都市整備

推進センター 

河川や高架道路下等の公共
空間を駐車場として有効活用
しています。

●駐車場運営事業




